
※次のことをよく読んだうえ申請して下さい。

１.　喪失の前日まで継続して２ヶ月以上の被保険者資格がなければなりません。

２.　保険給付又は、保険料の計算の基礎となる標準報酬は、退職時の標準報酬月額が適用されます。
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一切の理由を問わず、任意継続被保険者の資格喪失に関し異議を申し立てません。

参考（健康保険法第38条の3号）

住　 所 東京都江東区深川〇－〇－〇

氏 　名 　　木材　一郎

 2.　納付期日に納めることができなかった場合、特別な理由（天変地異）以外は

念　　　　　書

令和 〇〇年 〇〇月 〇〇日

　東京都木材産業健康保険組合理事長　殿

記

 1.　私は健康保険料を納付書にて納付期日（毎月１日から10日まで）までに納めます。


